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日
ね平成� 24年ブ� )=J4日 幸差

制
品
川
叫
一
円
壮
一
泣
初
日
刊
(
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
〉

O 


政

編集・浮離
独立行政法入国立w駁罵� 

。
船
舶
加
に
儲
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー

ダ
ー
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
件
(
向
島
一
五
二
)

O
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
し
た
件
(
法
務
二
六
九
)

O
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

(
同
一
一
七 

O
) 

O
種
首
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
品
種
登
録
し
た
件

(
農
林
水
臆
一
六
…
一
一
)

↑点
金
・
泣
界
銀
行
年
次
総
会
を
記
念
す
る
た
め
発
行
す
る

O
G
G
川
口
の
貨
幣
の
素
材
、
口
即
位
、
量
目
及
び
形

宇
治
以
従
綬
泌
部
訟
紋
設
経
怒
泌
妨
滋
役
務
獄
諒
認
務
訟
掠
山
山
一 

麻
薬
、
麻
薬
問
問
料
楢
物
、

A
V

九

勝

本

号

で

公

寄

さ

れ

た

際

紛

線

一

覧

料

品

化

指

定

す

る

政

令

の

j

法

令

の

あ

ら

ま

し

一

制

約

「

〈

市

沖

戸

川

日

日

寸

寸

日

ル

五

イ

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
開
測
す
る
法
律
施
行

ミ
令
の
一
一
泌
を
改
正
す
る
政
令
(
政
令
第
一
八
.
号
)
(
財

ヱ
務
省
)

?
l

平
成
二
密
年
に
開
湾
出
世
さ
れ
る
第
六
七
出
国
際
通
貨
基

2
ン
ド
!
ル
…
二
イ
ル
)
メ
グ
/
ン
及
び
そ
の
附
燃
料
納
絡

を
麻
薬
に
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
条
間
関
係
〉 

を
o
n

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
の
か
ら
起
算
し
て
」
一
一

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

樹 
Vλ

X

六
一
一
一
、 

。
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

〈
悶
土
交
通
七
台
一
)

。
都
市
計
闘
に
関
す
る
件

公
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
(
別
表
第
一
関
係
)

2

1

に
悌
掲
げ
る
記
念
品
災
幣
の
発
行
枚
数
を
、
五
万
枚
と

八
点に

す
る
こ
と
と
し
た
よ
別
表
第
三
関
係
)

3

1

に
掲
げ
る
記
念
品
然
幣
で
、
一
一
枚
を
容
器
に
入
れ
た

》
も
の
の
販
売
締
絡
を
八
、 

0
0
0円
と
す
る
こ
と
と
し

〈
関
東
地
方
殻
備
局
一
一
問

O

在日11水

〈
一
八
二

関
投
定
率
法
等
の

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
間
関
係
政
令
の
整
備

総
切
り
に
磁
附
す
る
政
令
(
一
八
ニ
)

。
麻
薬
、
麻
薬
涼
耗
植
物
、
向
精
神
薬
及
び

麻
薬
向
結
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
(
一
八
三
)

〈省

ム
引
〕

。
電
波
法
施
行
焼
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
(
総
務
六
五
)

〈
位
向

一一小)

。

鉛

舶

に

る

無

線

航

行

の

た

め

の

レ
ー
ダ
ー
で
無
総
設
備
規
則
の
規
定
を
適

刑
す
る
こ
と
が
悶
難
又
は
不
合
壌
で
あ
る

も
の
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
そ
定
め
る
件

の

〈

総

務

二

五

ふ
い

九
川
た
ベ
別
表
第
的
関
係
)

と
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
じ

J
γ
4

に
た
。 

内
閣
府 

〉
関
税
定
漆
法
悠
一
リ
の
…
部
品
セ
改
正
す
る
法
律
の
…
部
の
施 

fU
A

官
庁諮

問
務
係

議
判
所

…
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
幾
備
等
に
関
す
る
政
令
(
政
令

が
第
一
八
二
閥
均
〉
〈
財
務
翁
〉

1

関
空
襲
一
泌
物
怖
の
…
部
改
肢
に
伴
い
、
次
に
よ
り
開

計
係
政
令
の
綴
倣
闘
が
}
行
う
こ
と
と
し
た
。

た
付
問
問
滋
に
入
批
惜
し
よ
う
と
す
る
外
関
関
紛
紛
の
当
後

出
関
滋
へ
の
入
港
時
の
綴
荷
に
つ
い
て
、
当
銭
外
凶
終

口一一
 

〔
官
庁
報
告
〕

)

T

湯
船
の
渡
航
者
等
及
、
ひ
当
該
綴
批
判
の
荷
送
人
が
綴
ル
ル
叫

ん
吋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
務
項
説
、
ひ
に
潟
該
刷
機
品
物
の
織

式
限
等
安
定
め
る
。
(
関
税
法
施
行
令
第
一
二
条
緑
樹

予

五

台

官
庁
事
項

三
崎
地
涯
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
綴
事
業

計
画
の
公
表
に
つ
い
て
(
農
林
水
産
省
)

一
。
一
一
同
税
関
職
員
が
輸
出
入
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
物
件

一T

を
留
め
撞
く
場
合
の
手
続
等
を
定
め
る
二
関
税
法
施

土
行
令
第
九
一
条
の
二
等
関
係
)

「 

2

貨
物
の
運
送
の
た
め
に
反
復
し
て
使
用
さ
れ
る
霧
器

公

告〕

T 二
に
係
る
再
輸
入
免
税
及
び
得
輸
出
免
税
の
手
続
に
つ
い

戸
て
、
簡
素
化
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
(
関
税
定
家
法
施
行

出
令
第
一
六
条
等
関
係
)

0
1
3

こ
の
政
令
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
徐
き
、

一 

関
税
定
禁
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
凶

お
年
法
律
第
一
九
号
)
附
期
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規

戸
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

諸
事
情
後

2
b

科
問
中
川
特
ぬ

ゐ
ぬ
叫

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

一 

除
権
決
定
、

再
生
関
係

一一一二十
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Q
O
N

Z

十
五
三
回
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ

電
波
を
使
用
す
る
場
合

ク
ロ
秒
以
下

る。

平成� 

口
�
 

省� 

A 
TJ 

マ
イ l

滝

実

総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
二
号

O
無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
八
号
)
第
四
十
八
条
第
二
項
第
十
六
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
八
号
(
船

舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
の
技
術
的
条
件

を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

総

務

大

臣

川

端

達

夫

第
十
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
九
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ

る
三
回
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で

z
 

吊
四
司
湖
�
 
刈
時
一
山
静
岡
休
止
パ
�
 

叶

迦
凶
斗
白
州
�
 

M

3

H

道
南
潜
週
当
日
斗
同
相

O

(
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
の
一
部
改
正
)

第
三
条
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
(
昭
和
三
十
六
年
郵

政
省
令
第
四
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

総
務
省
令
第
六
十
五
号

別
表
第
一
号
の
表
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め

の
レ
ー
ダ
ー
の
項
条
件
の
欄
中
「
河
口
∞
�
 の
同
�
 守
山

N

由・印。同� 
」
を
「
時
ヤ
八
昇
∞
・
お
の
出
�
 守山
由
・
印
。
同
�
 
問
�
 

-S

4

財
団
司
淵
州
勢
同
測
関
岡
塗

π
寸
雨
沫
薄
商
昔
日
斗
雨
明

市
川
司
湖
川
河
時
一
山
静
岡
岡
山
パ

活
問
糊
脚
油
田
悶
当
日
日
刊
∞
迫
寸
田
川
附

4

財
団
司
到
直
司
咽
同
間
関
廿
師
団 3

H
N

叶
回
日
�
 

N迦
凶
日
白
州

叶
田

電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
三

十
二
条
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則

等
の
…
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

総

務

大

臣

川

端

達

夫

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理

委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第

三
十
一
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3

第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
送
信

川
終
段
電
力
憎
幅
管
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
」
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
予
備
品
の
備
付
け
を
要
し
な
い
も
の
と

す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
前
各
項
」
を
「
第
一
項
及

び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

第
二
項
に
規
定
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
現
用

す
る
阿
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

に
稼
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
予
備
口
聞
の
備
付
け
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る。
(
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
)

第
二
条
無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委

員
会
規
則
第
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ed

N
M

N

N

司
�
 o
z
d
ρ
o
Z
M同
弘
〈
�
 

」
に
改
め
る
。

N

時

O
Z

内
海
道
斗
山
�
 
V
A
V
S
U
C
H

H

叶
田
�
 

馴澗� 

間
同
日
.
認
の
同
�
 

リ
山市

回
附
同
只

t
NUOν

の
出

ω
.
H

川
副
町
田
団
山
肯

W

相
ω

迫
呂
田
府

E

C

h

府
四
司
湖
州
勢
、
」
〆
判
司
令
」
一
一
回

四
時
琳
週
刊
日
∞
刊
�
 通

ω
回
除

灘
時
間
同
週
刊
�
 
相
寸
迦
呂
田
山
昨

府
四
司
�
 

摘
出
州
時
一
山
競
議
肉
的
対

E

C

h

H
D

叶
田
寸
劇
�
 咽

E
H
N

ω
C
M

こ
の
省
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
�
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W
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叩
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N

あ
っ
て
、
現
用
す
る
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第

ゆ
濃
議
週
刊
�
 
判
。
迦
�
 

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導

体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
合
致
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ー
一
つ
の
繰
り
返
し
周
期
内
に
送
信
時
聞
が
一
・
二

マ
イ
ク
ロ
秒
を
越
え
る
場
合
、
中
心
周
波
数
を
変
更

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
�
 

南
四
司
隊
湖
沼
益
誠
司
吋
凡

2

繰
り
返
し
周
波
数
は
、
�
 =
1
0
0
0
ヘ
ル
ツ
(
変

動
率
は
、
(
+
一
)
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
)

を
超
え
な
い
こ
と
。

3

繰
り
返
し
周
波
数
を
変
動
す
る
機
能
を
有
し
、
か

M

E

N

h

田川附

H
N

総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
号

無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
八
号
)
第
四
十
八
条
第
三
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
五
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
三
一
百
二
十
九
号
(
船
舶
に

O O設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
無
線
設
備
規

則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る

z

も
の
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

っ
、
起
動
時
に
動
作
状
態
に
あ
る
こ
と
。
�
 

川
�
 
時

爵

判

�

 
押
�
 防相
口
通
呂
田
府

総

務

大

臣

川

端

達

夫

テ
ィ
比
は
、
二
了
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

-
空
中
線
電
力
が
到
相
副
切
叫
刊
ポ
嗣
叫
討
の
(
「
斗

佃
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ

っ
て
、
現
用
す
る
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第


一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半


導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
)


総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号


無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
(
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令

第
閉
イ
号
)
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

一
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
(
無
線
機
器
の
型
式

同
議
�
 

割問神� 

検
定
に
係
る
試
験
の
方
法
等
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次

耐叩� 

咽

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

l

W
D

U

N

H

m
M
M

M
M

H
N

舟
ヨ
ー
パ
国
同
司
副
首
附
」
一
一
回
一
円
寸
加
�
 H

開
問
同
州
週
刊
ロ
�
 ω白骨� 

噛
瑚

U
T
T
E

U
T
T

迦
�
 
斗
田
川
附

相
品
迦
呂
田
川
附

育
協
寸
刊
日
通
呂
田
陣

迫
�
 
∞
田
陣

琳
荏
品
目

N C

T
H
S

H N

制
}
三
一
澗
耶
週
刊
�
 
E

C

h

学
時
間
』
�
 M
M

育
協
�
 C
防相

ゆ
蒋
山
市
国
世
間
由
同
相
印
迦
呂
田
府

ゆ
溜
百
出
川
判
同
押
�
 品同相
N

N

迦
印
国
防

南
四
司
胤
州
�
 列
強
円
相
出
盛
岡
矧
ゆ

M

叶
田
谷
耐
明
品

E
H
H

品
前
回
澗
週
刊
ロ
日
日
刊
日
通
�
 
回
榊

N
G

4

デ
ュ
�
 

府
当
競
由
利
吋
寸
掛
田
町
刊
閃
�
 司
喝
品
情
百
円
品
叶
田
区

l

耐
叩
荏

H

挙
結
国
営
印
斗
防
相
同
通
呂
田
府

南
市
司
卦
「
漏
吋
寸
詩
閃
共
同
ω
獄
図
ω

叶
血
�
 

印
�
 羽

同
押
相
同
議
国
当
日
仏
刊
∞
通
区
田
川
附

府
市
司
ぷ
川
間
油
川
漠
吋
可
制
叩
持
品
ー
叶
田
品
ぃ
琳

市
、
/
ぺ
�
 τ
・
，
ぺ
か
�
 

H

C
M

あ
る
こ
と
。

5

一
秒
当
た
り
の
平
均
電
力
は
、
五
・
八
ワ
ッ
ト
を

超
え
な
い
こ
と
。

6

尖
頭
電
力
と
出
力
で
き
る
最
も
広
い
パ
ル
ス
幅
の

積
は
、
何
回
〉
〈
忌
�
 
ω
を
超
え
な
い
こ
と
。

法
務
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
(
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
)
第
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
に
対
し
、
連
合
王
国
を
原
資

格
国
と
し
て
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
承
認
し

O

」
�
 

寸
れ
¥
問
問
世
間
�
 
ω
刊
。

M
N
l

γ
-
W
L
/

白川附

迦
�
 
H

日
当
山
附
滑
口
滴
滑
口
�
 

叶
田
∞
耐
叩
荏

除

司
、
加
切

M
H

H

同
第
認
山
吉
田
防
相
∞
迦

瑞
量
減
司
当
日
白
出
甘
口
通 N

E

田川附

第
間
十
八
条
第
二
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と

し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
�
 

H

通
広
田
陣

←た。

相

N
H
h

H

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

同
議
凶
朝
協
同
日
雨
明
�
 迦
寸
白
州

H
N

氏

名

ポ

�

 

昨
当
惑
世
州
司
副
端
山
市
閃
雑
誌
吟
∞
叶
田

法

務

大

臣

滝

実

l
ル
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
リ
ソ
ン

臥
�
 
押
諮
週
刊
口
日
ω
刊
∞
迦
�
 

訓

w
m

5
1
8
N

ダ
ー
で
あ
っ
て
、
現
用
す
る
施
行
規
則
第
一
二
十
一

条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
に
答
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
パ

ル
ス
幅
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
�
 

d
N

l

l
h

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

総

務

大

臣

川

端

達

夫

別
表
凶
川
中
「
糊
薄
茶
郡
印
刷
出
脊
似
体
汁
什
時
局
)
箭
尚

「
肉
薄
落
部
印
刷
世
脊
似
体

「
制
。
」
を
山
市
寸

「

制

。

ご

礼
マ
�
 
刊
1
3

哩」尚� 

由
国
防

瑚
�
 

H

H
S

O 生
年
月
日
千
九
百
七
十
八
年
九
月
十
七
日

国

籍

連

合

主

国

法
務
省
告
示
第
二
百
七
十
号

舟
沼
山
パ
司
州
司
対
�
 吋
司
咽
滞
日
当
冒

噛
謀
総
何
割
問
押
品
刊
日
通

u
q

田
陣

N

温
簿
幣
噂
誼
州
市
潔
尚
�
 

E
H

P
O
N
電
波
を
使
用
す
る
場
合
一
・
一
一
マ

イ
ク
ロ
秒
以
下

左
記
の
者
の
'
申
請
に
係
る
日
本
国
に
帰
化
の
件
は
、
こ

れ
を
許
可
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

法
務
大
臣

昨
市
司
湖
�
 
列
強
凶
〉
同
山
市
吋
寸
山
市
浦
�
 
品
ー
叶
田
寸
い
聯
�
 

羽帯
柑
司
市
部
問
団
羽
田
町
防
相
品
迦
呂
田
陣

昨
ヨ
」
ぃ
料
酒
寄
誠
司
詩
�
 
甘冒叶� 

州

M

ω
m

J

l
u

U

J

汁
什
仙
川
河
)
箭
尚
道
薄
浮
説
請
内
出
血
古
川

け籾ゆ� 

池
山
内
則
通
隊
司
�
 
汁
免
憾
，

4

改
め
る
。

山市寸� 

J

「
制
。
」
}
ト

M

H

持
活
欄
週
刊
口
品
目
刊
寸
迦
�
 町田
川
附

H

印
耐
明
品
咽

E

H

琳
u

合
ω
羽
�
 

H
l
ω

印
刷
明
品
羽

HC

耐明日間� 

羽

l
H
H
C
H

N

咽

叶
田
口
榊
忌
咽

∞

咽

i
N

2

琳
�
 品。

H
D
|

ω
D

H

ω
咽

H

N

G

O

 

叶
回
忌
幽
附
�
 

∞

C


